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健康な体は丈夫な歯から
　食生活は健康の秘訣のひとつです。健康的な食生活に欠かせない
のが丈夫な歯。それには小さい頃からの正しいハミガキ習慣が大切
です。町の各保育所では、年長児の親子を対象に茂原市の歯科衛生
士による『ぴかぴか歯の教室』が行われました。
　教室では、歯科衛生士がきれい好きな「キララちゃん」と何でも
嫌がる「やだこちゃん」に扮して食事と歯の大切さを名演技で訴え、
正しい歯の磨き方も指導してくれました。自分で歯を磨いて保護者
の方が仕上げハミガキをした後に、歯科衛生士に歯のチェックをし
てもらい、子どもたちも保護者も楽しく学びました。

主な内容

○第２回議会定例会・・・・・・・・・・２
○参議院議員通常選挙・・・・・・・・・３
○第７支団消防操法大会・・・・・・・・４
○国保税減税・役場の直通電話・・・・・５
○特定健診を受けましょう・・・・・・・８
○後期高齢者医療制度の保険証更新・・・９
○お知らせ・・・・・・・・・・・・・・17
○くらしのこよみ・休日当番医・・・・・20

人　口
　男
　女
世帯数

12,673（＋13）
6,277（＋　6）
6,396（＋　7）
4,760（＋　6）

2010. 6. 1現在（　　）は前月比
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◇
報
告
事
項
の
承
認

　
平
成
21
年
度
一
般
会
計
第
４
回
補
正
予
算
の
う

ち
、
繰
越
明
許
費
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

　
①
庁
舎
設
備
改
修
事
業

　
　
総
事
業
費　
　
１
０
，
０
０
０
，
０
０
０
円

　
　
繰
越
額　
　
　
１
０
，
０
０
０
，
０
０
０
円

　
②
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
再
構
築
事
業

　
　
総
事
業
費　
　
　
８
，
１
９
０
，
０
０
０
円

　
　
繰
越
額　
　
　
　
８
，
１
９
０
，
０
０
０
円

　
③
子
ど
も
手
当
支
給
準
備
事
業

　
　
総
事
業
費　
　
　
１
，
２
０
０
，
０
０
０
円

　
　
繰
越
額　
　
　
　
１
，
２
０
０
，
０
０
０
円

　
④
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
事
業

　
　
総
事
業
費　
　
　
　
　
　
７
２
，
０
０
０
円

　
　
繰
越
額　
　
　
　
　
　
　
７
２
，
０
０
０
円

　
⑤
町
道
１
０
７
号
線
道
路
改
良
事
業

　
　
総
事
業
費　
　
２
０
，
０
０
０
，
０
０
０
円

　
　
繰
越
額　
　
　
２
０
，
０
０
０
，
０
０
０
円

　
⑥
町
道
１
０
９
号
線
橋
梁
整
備
事
業

　
　
総
事
業
費　
　
５
７
，
０
０
０
，
０
０
０
円

　
　
繰
越
額　
　
　
５
７
，
０
０
０
，
０
０
０
円

　
⑦
防
災
情
報
通
信
設
備
整
備
事
業

　
　
総
事
業
費　
　
　
３
，
０
２
０
，
０
０
０
円

　
　
繰
越
額　
　
　
　
３
，
０
２
０
，
０
０
０
円

　
⑧
南
白
亀
小
学
校
屋
内
運
動
場
耐
震
補
強
事
業

　
　
総
事
業
費　
　
３
２
，
３
８
１
，
０
０
０
円

　
　
繰
越
額　
　
　
３
１
，
０
６
４
，
２
５
０
円

　
⑨
白
子
中
学
校
屋
内
運
動
場
改
築
事
業

　
　
総
事
業
費　
４
０
１
，
５
６
５
，
０
０
０
円

　
　
繰
越
額　
　
３
２
８
，
６
４
０
，
０
０
０
円

○
白
子
町
国
民
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正

　
❐
主
な
内
容

非
自
発
的
失
業
者（
倒
産
な
ど
で
職
を
失
っ
た
方
）は

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
措
置
が
と
ら
れ
ま
す
。

対
象
者　
①
倒
産
、
解
雇
な
ど
に
よ
り
離
職
し

た
方（
雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者
）

　
　
　
　
②
雇
い
止
め
な
ど
に
よ
り
離
職
し
た

方
（
雇
用
保
険
の
特
定
理
由
離
職

者
）で
雇
用
保
険
の
失
業
等
給
付

を
受
け
る
方

軽
減
内
容　
対
象
者
の
給
与
所
得
を
３
割
と
し

て
算
定

対
象
期
間　
離
職
日
の
翌
日
の
属
す
る
月
か
ら
、

そ
の
月
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度

末
ま
で

◇
可
決
さ
れ
た
主
な
議
案

○
白
子
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
を
一
部
改
正

　
地
方
税
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
白
子
町
国
民

健
康
保
険
税
条
例
の
所
要
の
改
正
が
さ
れ
ま
し
た
。

　
❐
主
な
内
容

　
　
国
民
健
康
保
険
税
の
減
額
制
度
を
変
更

　
　
詳
細
は　
　
ペ
ー
ジ
の
記
事
を
参
照

○
平
成
22
年
度
補
正
予
算
（
一
般
会
計
）

　
今
回
の
補
正
額　

２
８
，
３
９
３
千
円

　
　
歳
入　
県
支
出
金　
　
　
１
８
，
３
４
３
千
円

　
　
　
　
　
繰
越
金　
　
　
　
１
０
，
０
５
０
千
円

　
　
歳
出　
衛
生
費　
　
　
　
　
２
，
１
０
０
千
円

　
　
　
　
　
農
林
水
産
業
費　
１
３
，
３
４
３
千
円

　
　
　
　
　
商
工
費　
　
　
　
１
０
，
０
０
０
千
円

　
　
　
　
　
教
育
費　
　
　
　
　
２
，
９
５
０
千
円

◇
人
権
擁
護
委
員
に
三
橋
榮
子
氏

平
成
22
年
９
月
30
日
で
任
期
満
了
と
な

る
三
橋
榮
子
氏
を
、
引
き
続
き
再
任
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

◇
専
決
処
分
事
項
の
承
認

○
白
子
町
税
条
例
の
一
部
を
改
正

　
❐
主
な
内
容

①
年
少
扶
養
控
除
等
の
廃
止
に
伴
い
、

町
民
税
に
係
る
扶
養
親
族
の
申
告
制

度
を
新
設
し
ま
し
た
。

②
非
課
税
口
座
内
の
少
額
上
場
株
式
等

の
配
当
所
得
と
譲
渡
所
得
等
の
非
課

税
措
置
を
新
設
し
ま
し
た
。

③
た
ば
こ
税
の
税
率
が
左
記
の
と
お
り

引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

改正後
（　）内は増減 改正前

4,618 円
（1,320 円） 3,298 円

旧
３
級
品
以
外

の
製
造
た
ば
こ

2,190 円
（626 円） 1,564 円

旧
３
級
品
の

製
造
た
ば
こ

（
市
町
村
た
ば
こ
税
１
０
０
０
本
あ
た
り
）

※
平
成
22
年
10
月
１
日
か
ら
実
施

税条例の改正などを承認
― 第２回議会定例会 －

　平成２２年第２回白子町議会定例会が６月８日に開かれ、税条例の改正など専決処分事項
や補正予算などが上程され、慎重審議の結果、承認されました。
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◆投票できる方
　○平成２年７月１２日以前に生まれた方。

○平成２２年３月２３日までに住民登録し、引き続
き３か月以上住民基本台帳に登録されている方。

※平成２２年３月２４日以降に白子町に転入された方
は白子町では投票できません。前住所地で投票する
ことになります。

◆期日前投票
○選挙当日に、仕事や旅行、その他の理由で投票所

へ行けない見込みの方は期日前投票ができます。
　入場券を持参の上、期日前投票所（役場２階第３

会議室）へお越しください。
　　期間　６月２５日（金）～７月１０日（土）
　　時間　午前８時30分～午後８時まで

◆施設での投票
○千葉県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホー

ム等の施設に入院・入所されている方は、その施
設で不在者投票ができます。

◆他の市町村での不在者投票
○勤務先や旅行先の選挙管理委員会でも投票できま

す。希望する方は早めに白子町選挙管理委員会へ
不在者投票の請求を行ってください。

◆郵便による不在者投票
○白子町選挙管理委員会から「郵便投票証明書」の

交付を受けている方は、自宅で郵便による投票が
できます。

◆問い合わせ
　白子町選挙管理委員会（総務課内）☎３３－２１１０

７月１１日（日）投票日
参議院議員通常選挙

大切な一票です
必ず投票しましょう

投票区 投　票　所 地　　区　　名
１ 白潟ふれあいセンター 古所西　八斗西　驚西　中里西　中里中　幸治西
２ 八斗東区公民館 北川岸  中川岸  南川岸  五井東  八斗東　驚東　中里東　幸治東
３ 関ふれあいセンター 北高根東　北高根西　関西　関南　関北
４ 白子町国民体育館 武道場 関東　福島　南日当　北日当
５ 南白亀ふれあいセンター 浜宿西　牛込中　牛込西　牛込新田　剃金西　五井西
６ 牛込東区公民館 浜宿東　牛込東　剃金東

白子町役場白子町役場

第１投票所
（白潟ふれあいセンター）

太　平　洋

白子インター

第２投票所
（八斗東区公民館）

（牛込東区公民館）
第６投票所

（南白亀ふれあいセンター）
第５投票所

北高根

関

南日当

北日当

牛込
浜宿

北高根
第３投票所

（関ふれあいセンター）

第２投票所
（八斗東区公民館）

（南白亀ふれあいセンター）

第４投票所

第５投票所

（牛込東区公民館）
第６投票所

（国民体育館 武道場）

第１投票所
（白潟ふれあいセンター）五井

剃金

中里
幸治

古所八斗

驚

九十九里浜
白子インター

太　平　洋

南 

白 

亀 

川

保

文

文

文

❑
入
場
券
に
記
載
さ
れ
た
場
所
で
投
票
し
て
く
だ
さ
い
。

　
時
間　
午
前
７
時
～
午
後
８
時

❑
選
挙
公
報
は
新
聞
折
込
み
と
な
り
ま
す
。

各投票所



実際の火災を想定して

水槽からポンプで水を送る

団員の連携が鍵です

約３kg のホースを担ぎ全速力

仕事を終えてからの夜間訓練
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よ
り
速
く
正
確
に 

そ
し
て
安
全
に

―
第
７
支
団
消
防
操
法
大
会
―

□ポンプ自動車操法の部

　優勝　第２分団第３部
□個人賞

　指揮者　屋城成則（第２分団第３部）
　１番員　篠田　卓（第２分団第３部）
　２番員　片岡隆仁（第２分団第３部）
　３番員　緑川京仁（第２分団第３部）
　４番員　田辺義輝（第２分団第３部）

□小型ポンプ操法の部

　優勝　第４分団第３部
□個人賞

　指揮者　大多和憲義（第４分団第３部）
　１番員　小川　賀之（第４分団第３部）
　２番員　大多和博行（第４分団第３部）
　３番員　大多和俊稚（第４分団第３部）

　
災
害
時
に
地
域
住
民
の
生
命

と
財
産
を
守
る
た
め
活
動
し
て

い
る
消
防
団
員
。

　
い
ざ
と
い
う
時
に
、
消
防
活

動
が
迅
速
、
的
確
、
安
全
に
行

え
る
よ
う
、
消
防
用
の
機
械
器

具
等
の
操
作
方
法
は
国
の
基
準

で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
団
員
は
日
頃
か
ら
様
々
な
活

動
を
し
て
い
ま
す
が
、
毎
年
こ

の
時
期
に
な
る
と
夜
間
に
操
法

訓
練
を
行
っ
て
い
ま
す
。
団
員

は
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事
が
終
わ
っ

た
あ
と
、
北
消
防
署
の
職
員
の

指
導
を
受
け
な
が
ら
、
役
場
の

駐
車
場
で
約
１
か
月
に
わ
た
り

訓
練
を
行
い
ま
す
。
そ
の
訓
練

の
成
果
を
発
表
す
る
場
が
消
防

操
法
大
会
で
す
。

　
今
年
は
６
月
13
日
（
日
）
に

第
７
支
団
（
白
子
町
）
の
操
法

大
会
が
開
催
さ
れ
、
小
型
ポ
ン

プ
操
法
の
部
で
は
第
４
分
団
第

３
部
が
、
ポ
ン
プ
自
動
車
操
法

の
部
で
は
第
２
分
団
第
３
部
が

優
勝
し
、
６
月
27
日
（
日
）
に

長
南
町
で
開
催
さ
れ
た
長
生
支

部
大
会
に
出
場
し
ま
し
た
。
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国保税が 軽減 されます
　これまでは、世帯の所得が一定の基準額以下の場合、国民健康保険税のうち均等割額と
平等割額が軽減されていました。その割合が下表のとおり改正され、さらに軽減されます。

基準額区分（世帯の総所得金額） 改正前 改正後

33万円以下 6割軽減 7割軽減

33万円＋（24万5千円×世帯主を除く国保加入者数）以下 4割軽減 5割軽減

33万円＋（35万円×国保加入者数）以下 無 2割軽減
（新設）

※世帯の総所得：世帯主と国保加入者の前年中の合計所得を意味します。専従者給与は専従者の給与
に含む前、専従者控除は専従者控除をする前、短期及び長期譲渡所得は特別控除を
する前の所得で軽減を判定しますので、軽減されない場合があります。

注意！ 未申告者がいる世帯は軽減対象外となります。
所得税か住民税の申告を必ずしてください。
ただし、収入が年金のみの非課税の方で扶養家族がいない方、または同居家族の扶養家族となっ
ている方などは申告する必要がありません。
この制度は平成22年度から適用されますが、軽減の判定は従来どおり自動的に判定します。
なお、平成22年度の国民健康保険税の納税通知書は7月中旬に発送します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇問い合わせ　税務課　☎３３－２１１４

役場の各課等に 直通電話 を開設しました
役場に問い合わせの際は、番号をお確かめの上、直通電話をご利用ください。
担当の課名などわからない場合は、代表電話（☎３３－２１１１）におかけください。

❑電話番号一覧　（市外局番　☎０４７５－３３）
課等名 電話番号

役場代表 ２１１１
総務課・選挙管理委員会 ２１１０
住民課 ２１１２
保健福祉課 ２１１３
税務課 ２１１４
産業課・農業委員会 ２１１５
建設課 ２１１６

課等名 電話番号
商工観光課 ２１１７
環境課 ２１１８
会計課 ２１１９
議会事務局 ２１６９
教育委員会（青少年センター） ２１４４
国体推進室 ２１４５
保健福祉課保健係（健康づくりセンター） ２１７９
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所得税 の 予定納税（第１期分）
納付には、便利な振替納税をご利用ください。

納付期間 ７月１日（木）～８月２日（月）
ご注意ください！
土・日・祝日は、金融機関や税務署の窓口では納付できません。
期限より遅れると、期限の翌日から納付される日まで延滞税がかかる場合があります。

予定納税とは
　前年分の所得税の確定申告に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上の場
合、原則その1/3相当額をそれぞれ７月(第１期分)と11月(第２期分)に納めていた
だく制度です。

納税する額
　予定納税が必要な方には、６月中旬に税務署から「予定納税額の通知書」が送
付されています。この通知書に記載された第１期分の金額が納税する額です。予
定納税額と詳しい計算方法は、「予定納税額の通知書」に記載されています。

予定納税額
の減額申請

　廃業や業況不振、災害などにより、平成2２年６月30日の現況で、平成2２年分
の「申告納税見積額（年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額）」が、
税務署から通知された「予定納税基準額」よりも少なくなると見込まれる場合
は、予定納税額の減額申請をすることができます。第１期分の予定納税の減額申
請をする場合は、７月15日（木）までに「予定納税額の減額申請書」を税務署に
提出してください。税務署では承認、一部承認又は却下のいずれかを決定して、
その結果を書面でお知らせします。

※予定納税額の納付

振替納税をご利用の方
納期限（８月２日（月））に指定の金融機関の口座から自動的に納付
されます。
納期限前に口座の残高をご確認ください。

その他の方
　納期限までに金融機関か税務署の窓口で納付してください。第１期分の納付税額が30万
円以下の場合は、送付されるバーコード付納付書でコンビニエンスストアでも納付できます。
　また、インターネットを利用して電子納税をご利用いただけます。電子納税をご利用される
場合の手続は、e－Taxホームページでご確認ください。（www.e-tax.nta.go.jp）

－ 税に関する情報は国税庁ホームページへ　www.nta.go.jp －

～ 交差点 見る待つ止まる いつだって ～
夏の交通安全運動

７月２０日（火）～３１日（土）まで夏の交通安全運動が県下一斉に実施されます
◎運動の重点目標
　１　高齢者の交通事故防止
　２　自転車の安全利用の推進と子どもの交通事故防止
　３　飲酒運転の根絶
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10月1日

調査票は封をして調査員に渡してください
『郵送提出用封筒』に入れて郵送もできます（切手不要）

　これまでの国勢調査は、皆様が記入した調査票を担当地区の調査員が訪問して集め、記入漏れや
書き間違いがないか内容を確認していましたが、今回は世帯の皆様が記入した調査票を封筒に入れ、
封をして調査員に渡していただくか、町へ直接郵送して提出することもできます。
　調査員は、世帯から集めた封筒を開封せずにそのまま町へ提出しますので、記入漏れなどのない
ように正確な記入をお願いします。
　９月下旬から調査員が世帯を訪問して調査票を配布しますので、調査にご協力をお願いします。

　国勢調査は、日本に住んでいるすべての人と世帯が対象です。
　調査結果はさまざまな法令に基づいて使われるほか、社会福祉・雇用対策・
生活環境の整備など私たちのより良い生活のために役立てられます。

総務省・千葉県・白子町
平成22年国勢調査広報サイト「国勢調査e-ガイド」
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/kouhou/index.htm

白子町 炬
き ょ か

火・採
さ い

火
か

式
し き

イカダのぼり大会と同日開催！炬火名も発表！

と　き　７月１８日（日）

「炬火」とは「たいまつ」という意味で、オリンピックの「聖火」にあたります。炬火の
もととなる火を採取することを「採火」といい、オリンピックの聖火はギリシャのオリン
ポス山で太陽熱を集めて採火しますが、国体の炬火は地域で工夫された方法で行います。

炬
火

公募の１６５候補の中から選ばれた炬火名を当日発表します。

１０：００～　採  火  式　３小学校児童による火起こし（体験学習）
１２：００～　炬火リレー白子中学校生徒による炬火リレー

ところ　イカダのぼり大会会場（南白亀川　旭橋上流）

３７年ぶりの千葉国体　いよいよこの秋開催！
全国レベルの迫力あるプレーを観戦しよう！

ソフトテニス　９月２６日～９月２９日
ホッケー　　　９月３０日～１０月４日

ー白子町はソフトテニス競技とホッケー競技の開催地ですー
問い合わせ　ゆめ半島千葉国体白子町実行委員会 　☎３３－２１４５
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特定健診を受診して健康状態を確認しましょう！

生活習慣病は自覚症状がないまま進行しま
す。現在、治療中の方も受診しましょう。

◆実 施 日　　７月２６・２７・２８・２９・３０日　８月２・３日
◆受付時間　　１２：４５ ～ １４：００（診察は１３：３０から）
　　　　　　　７月30日（金）のみ18:00～19:00も受付いたします。（夜間の診察は18:30から）

◆健診会場　　健康づくりセンター（役場庁舎南隣）
◆負 担 金　　１,０００円（７５歳以上の方は無料）

集団健診

予防・早期発見には定期的な健診が重要です
健診はぜひ受けてください！ 健診どうしよう

※過去３年間に一度でも受診歴のある方と事前に申込みをされている方には後日受診票を送付いたします。
　受診票の問診事項と裏面のアンケート（印刷してある方のみ）に予めご記入のうえ受診してください。
　国保の被保険者（４０～７４歳）の方は、受診票がなくても当日受診できます。

個別健診
集団健診の日程で都合の悪い方、又は定期的に医療機関を受診されている方は、医療機関で個別受診が
できます。（集団健診と個別健診両方の受診はできません）

◆実施期間　７月１日～１０月３０日
◆負 担 金　２,０００円（７５歳以上の方は無料）
◆個別健診を希望される方は、保健福祉課保健係（健康づくりセンター）へご連絡ください。
　個別健診用の受診票と実施可能な医療機関名簿を送付します。
 （集団健診用の受診票では個別健診は受診できません）
健診申込み　保健福祉課　保健係　☎３３－２１７９
問い合わせ　住民課　国保年金係　☎３３－２１１２

第６０回　社会を明るくする運動
○保護司
秋葉 　覺　牛 込 中 ☎33-4750
古山 陽子　関　　東 ☎33-3360
齋藤 治夫　北高根東 ☎33-5520
三槗 吉辰　浜 宿 西 ☎33-2418
吉野 勝智　幸 治 西 ☎33-4601
篠﨑 義則　中 里 中 ☎33-4668
緑川 良一　南 川 岸 ☎33-3188
○更生保護女性会
会　長　久我　房子  ☎33-3459
副会長　吉井　宣子  ☎33-3968
副会長　緑川美知子  ☎33-2402

　犯罪や非行は地域社会で生まれます。それを防止するには、それぞ
れの立場で協力しあい、地域ぐるみで取り組むことが必要です。１人
ひとりが自らの問題として犯罪や非行の防止と、罪を犯した人の立ち
直りの支援に取り組み、家庭から近隣へ、近隣から地域社会へとそ
の輪が広がることが求められています。このことをみんなが理解し、
力を合わせて犯罪や非行のない明るい社会にしようとするのが『社
会を明るくする運動』です。毎年７月は『社会を明るくする運動』強化
月間です。白子町『社会を明るくする運動』実施委員会では７月に啓
発活動を行います。白子町には、罪を犯した人の立ち直りの支援と地
域社会の浄化のため、保護司と更生保護女性会が活動しています。
青少年問題などでお困りの方は、お近くの保護司にご相談ください。
問い合わせ　保健福祉課福祉係 ☎３３－２１１３
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■ シリーズ…日本一健康な街を目指しませんか！

筑波大学大学院

人間総合科学研究科

准教授　久 野 譜 也

⑦科学的根拠を具現化したe-wellnessシステム
　（体力若返り教室）
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　『ｅ－ｗｅｌｌｎｅｓｓシステム』とは、ＩＣＴ（情報通信技術）を利用して「個別の健康支援プログラム」
を提供・管理するシステムです。参加者は、高齢者でも簡単に扱えるように開発された専用の高性能歩数
計を身につけるだけで、日々の身体活動状況が歩数計に自動的に記録されます。その身体活動状況の記録
と、定期的に行う体力テストの結果をもとに、参加者一人ひとりに適切な「個別の健康支援プログラム」
を提供します。このシステムは、筑波大学久野研究室の研究によって蓄積されたデータベースを用いて、
科学的根拠に基づき個々人の身体的特性・能力などに応じた個別プログラムを自動的に作成するものです。
また、厚生労働省が策定したエクササイズガイド２００６・食事バランスガイドに対応していることも特
長の１つです。
　プログラムは、「有酸素運動（ウォーキングやジョギングなど）」、「筋力トレーニング（自分の体重を負
荷として利用する簡単なもの）」および「食事のコントロール」の３つで構成されています。この３つを
すべて同時に実践し、目標を達成することで、メタボリックシンドロームの予防・改善や高齢期に介護を
必要とせず自立した生活を送るための体力の維持・向上を成果として得ることができます。３つのうち１
つでも欠けると十分な成果は得られません。
　この『ｅ－ｗｅｌｌｎｅｓｓシステム』は、白子町をはじめ、全国約４０の自治体で導入され、これまでに
約２万人が参加しています。次回は白子町での取り組みと成果について述べる予定です。

８月１日 新しい保険証に変わります
～後期高齢者医療制度の被保険者証～

新しい保険証（オレンジ色）は7月中旬頃、簡易書留でお送りします。
医療機関で受診されるときは、新しい保険証をご使用ください。
自己負担割合はかかった医療費の１割、現役並み所得者は３割です。

所
得
区
分

○現役並み所得者（自己負担割合・3割）
　住民税課税所得が145万円以上の被保険者本人と同一世帯に属する被保険者。
　ただし、被保険者の収入合計が１人の場合で383万円未満、２人以上の場合で520万円未満
であると申請（※）し、認定された場合は「一般」の区分と同じです。
　また、住民税課税所得が145万円以上かつ収入が383万円以上の被保険者であっても、同一
世帯の70～74歳の方も含めた収入額の合計が520万円未満であると申請し、認定された場合
は「一般」の区分になります。　　　　　　　　　　（※）基準収入適用申請の手続きが必要です。

○一　般（自己負担割合・1割）
　現役並み所得者、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の方。
○低所得者Ⅱ（自己負担割合・1割）
　世帯全員が住民税非課税の方（低所得者Ⅰ以外の方）。
○低所得者Ⅰ（自己負担割合・1割）
　世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除（年金の所得は控除額を
80万円として計算）を差し引いて0円になる方。

問い合わせ　住民課　国保年金係　☎３３－２１１２
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後期高齢者医療制度の保険料
○平成22年度保険料算定の変更
　１．法令に基づき保険料率の見直しが行われ、所得割率が７．２９％に改正されました。
　２．被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減は平成22年度以降も継続されます。

◎保険料額の決まり方
保険料

（限度額50万円）
均等割額
37,400円

所得割額
基礎控除後の総所得額×所得割率 7.29％＋＝

◇所得割額の計算方法　　所得割額 ＝（総所得金額等 ※１－基礎控除額 ※2）×所得割率
　　　　　　　　　　　　　　※１　総所得金額等とは、収入額から必要経費（年金の場合は公的年金控除）を控除した額で、
　　　　　　　　　　　　　　　　　所得控除（医療費控除等）を差し引く前の額です。
　　　　　　　　　　　　　　※２　基礎控除：一律33万円

◎保険料の納め方
年金が年額１８万円以上の方 年金からの天引き（特別徴収）→
年金が年額１８万円未満の方 個別に納付（普通徴収）→

※後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の1/2を超える方は、年金からの天引き
（特別徴収）の対象にはならず、個別納付（普通徴収）になります。

※年金からの天引き（特別徴収）となる方でも、申し出により口座振替での納付に切り替えることができ
ますので、詳しくは役場住民課へお問い合わせください。普通徴収の方で、口座振替をご希望される方
も手続きが必要です。

◎保険料軽減措置について
○被保険者均等割額　世帯の所得水準にあわせて軽減されます。
軽減割合 世帯の総所得金額等（世帯主と被保険者により判定）

９割軽減 均等割の８.５割軽減を受ける世帯のうち､世帯内の「後期高齢者医療制度の被保険者
全員」が、年金収入８０万円以下（その他各種所得がない）の世帯

８. ５割軽減 世帯内の「後期高齢者医療制度の被保険者全員」と「世帯主」の所得金額の合計が
３３万円以下の世帯

５割軽減 基礎控除額（３３万円）＋２４万５千円×世帯の被保険者数（被保険者である世帯
主を除く）上記金額を超えない世帯

２割軽減 基礎控除額（３３万円）＋３５万円×世帯の被保険者数　上記金額を超えない世帯

※年金所得の場合、総所得金額から15万円が特別控除されます。
○所得割額
　所得割額を負担する方のうち、基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方については、所得割が
　５割軽減となります。（年金収入のみの場合は、年金収入153万円から211万円まで）
○被用者保険の被扶養者であった方
　後期高齢者医療制度に加入する前日まで、会社などの健康保険（国民健康保険以外の健康保険）の
　被扶養者だった方は、保険料の所得割はかからず、均等割が9割軽減されます。

問い合わせ　住民課　国保年金係　☎３３－２１１２
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保険料免除制度・若年者納付猶予制度
納付が困難 なときは申請を！

　経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合は、申請により保険料の納付が
免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」があります。
　保険料の免除や猶予を受けずに保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態
が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。
　免除等を受けている期間は、１０年までさかのぼって追納することが可能ですが、未納の場合は
２年を超えると時効で納付できなくなります。

全額免除制度　保険料の全額（１５，１００円）が免除
申請者本人・配偶者・世帯主の方の所得が下記の範囲内であること

（扶養親族等の数＋１）×35万円＋22万円

一部納付（免除）制度　保険料の一部を納付、残りが免除
申請者本人・配偶者・世帯主の方の所得が、それぞれ下記の範囲内であること
○４分の１納付（保険料額３，７８０円）
　78万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等
○２分の１納付（保険料額７，５５０円）
　118万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等
○４分の３納付（保険料額１１，３００円）
　158万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等
（注）一部保険料を納付しなかった場合は未納と同じ扱い。

若年者納付猶予制度　保険料の納付が猶予
３０歳未満の方で、申請者本人・配偶者の所得が下記の範囲内であること
（扶養親族等の数＋1）×35万円＋22万円

手続き（申請）に必要なもの
国民年金手帳または基礎年金番号通知書
※退職（失業）した方が申請するときは、退職（失業）していることを確認できる公的機関の
　証明の写し（雇用保険受給者証、離職票等）が必要です。
※申請時点の住所と１月１日時点の住所が異なる場合は、前住所地の市区町村長からの前年度
　（申請月が１月から６月の場合は、前々年度）の所得証明が必要です。
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平成２２年度の介護保険料納付が始まります
介護保険制度は、４０歳以上の人が負担する保険料と公費（国・県・町）で運営しています。
６５歳以上の方の平成２２年度介護保険料は次のとおりです。
介護保険料を年金から天引きできない６５歳以上の方は、町から7月中旬に納付書を郵送します。
町では、皆さんが希望するサービスを受けたい時に利用できるようサービス内容の充実に努めて
います。
誰もが安心してサービスを利用できるように、保険料は納期限までに必ず納付してください。

あなたの保険料（年額） 白子町の
介護保険料

第１号被保険者
（６５歳以上の方）

生活保護を受給していますか？

はい いいえ

あなたは町民税を課税されていますか？

いいえ はい

世帯の誰かが町民税を課税されていますか？

いいえ
はい

老齢福祉年金を受給していますか？

はい いいえ

前年の年金収入が80万円以下ですか？

はい いいえ

昨年の合計所得が
200万円以上でしたか？

はいいいえ

第１段階
生活保護受給
者または老齢
福祉年金受給
者で、世帯全
員が町民税非
課税

第２段階
世帯全員が
町民税非課
税で本人の
所得・年金収
入が８０万
円以下

第３段階
世帯全員が
町民税非課
税で第２段
階に該当し
ない

第４段階

本人が
町民税
非課税

第５段階
本人が町民
税課税で前
年の合計所
得 金 額 が
２００万円
未満

第６段階
本人が町民
税課税で前
年の合計所
得 金 額 が
２００万円
以上

基準額×0.5

22,500円
基準額×0.5

22,500円
基準額×0.75

33,750円
基準額×0.9

40,500円
基準額

45,000円
基準額×1.25

56,250円
基準額×1.5

67,500円

本人が町民税非
課税で前年の所
得金額と課税年
金収入額の合計
が８０万円以下
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６５歳以上の方の保険料

　　保険料を滞納すると…
サービスを1 割負担で利用できなくなる！？

　介護保険では、通常、費用の 1 割を負担すればさまざまな介護サービスがご利用
いただけます。
　保険料の未納や滞納があると、きちんと納めている方との公平を保つために 1 割
負担でご利用いただけなくなる場合がありますのでご注意ください。

●サービス利用時の支払方法の変更
　　　（償還払いへの変更）

１年間滞納した場合

●保険給付の一時差し止め
●差し止め額から滞納保険料を控除

１年６か月間滞納した場合

●利用者負担の引き上げ
●高額介護サービス費の支給停止

２年以上滞納した場合

介護サービスを利用したとき、いったん利用料
の全額を自己負担し、あとで９割相当分を町
から払い戻しを受ける「償還払い」に支払方法
が変更になります。

償還払いになった給付費（９割）の一部または
全額を一時的に差し止めるなどの措置がとら
れます。なお滞納が続く場合は、差し止められ
た額から保険料が差し引かれます。

介護保険料の未納期間に応じて、本来１割で
ある利用者負担が３割に引き上げられたり、
高額サービス費が受けられなくなったりしま
す。

サービスを利用しなくても保険料を
納めなければいけませんか？
納めた保険料は返してもらえますか？

　６５歳以上の方の保険料は、地域の介護
サービスをまかなう大切な財源ですから、
医療保険と同様に保険料をお返しすること
はありません。介護保険は助け合いの精神
に基づく社会のしくみです。どうぞご理解
ください。

Q
A

特別徴収か普通徴収
納め方は自分で選べますか？

　介護保険法で、特別徴収と普通
徴収の対象者が決まっていますの
で、納め方は自分で選択できません。

Q
A

教えて！介護保険料



白子町はソフトテニス競技とホッケー競技の開催地です
開催期間　ソフトテニス　平成２２年９月２６日～９月２９日
　　　　　ホッケー　　　平成２２年９月３０日～１０月４日

つれづれの記

準
備
の
す
す
む
国
体

135

地デジ化テスト

　
「
ゆ
め
半
島
千
葉
国
体
」
は
、
９
月

25
日
の
総
合
開
会
式
ま
で
あ
と
80
日
余

り
と
な
り
ま
し
た
。

　
千
葉
県
で
の
開
催
は
、
昭
和
48
年
の

若
潮
国
体
以
来
37
年
ぶ
り
。
白
子
町
で

は
初
め
て
の
開
催
と
な
り
ま
す
。
し
か

も
、
町
村
規
模
の
小
さ
な
自
治
体
で
２

つ
の
種
目
が
行
わ
れ
る
の
は
白
子
町
だ

け
で
す
。

　
全
国
一
と
い
わ
れ
る
350
面
の
テ
ニ
ス

コ
ー
ト
群
や
多
目
的
グ
ラ
ン
ド
を
整
備

し
、
四
季
を
通
じ
て
各
種
の
大
会
を
開

催
し
、
年
間
30
万
人
を
超
す
合
宿
等
の

受
入
れ
で
ス
ポ
ー
ツ
の
町
と
し
て
の
実

績
が
高
く
評
価
さ
れ
た
も
の
で
す
。
最

初
に
テ
ニ
ス
に
着
目
し
、
コ
ー
ト
造
り

に
挑
戦
さ
れ
た
先
人
た
ち
の
先
見
性
と

苦
労
に
、
ま
た
、
今
を
担
う
ス
ポ
ー
ツ

振
興
ホ
テ
ル
組
合
の
皆
さ
ん
の
努
力
に

改
め
て
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
力

を
合
わ
せ
て
大
会
を
成
功
さ
せ
た
い
と

願
っ
て
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
２
つ
の
競
技
の
う
ち
、

ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
は
白
子
町
の
代
名
詞
的

な
ス
ポ
ー
ツ
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
ホ
ッ
ケ
ー
の
知
名
度
は
あ
ま
り
高

く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ホ
ッ
ケ
ー

は
伝
統
の
あ
る
ス
ポ
ー
ツ
で
、
男
子
競

技
が
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
種
目
に
な
っ
て
100

年
以
上
の
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
日
本
に

伝
わ
っ
た
の
も
そ
の
頃
で
、
今
で
は
女

子
も
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
種
目
に
な
っ
て
お

り
、
２
０
０
４
年
の
ア
テ
ネ
大
会
で
８

位
入
賞
に
輝
い
た
日
本
女
子
チ
ー
ム
の

活
躍
は
、
記
憶
に
残
っ
て
い
る
方
も
多

い
と
思
い
ま
す
。

　
ル
ー
ル
は
サ
ッ
カ
ー
に
よ
く
似
て
い

て
、
ゴ
ー
ル
キ
ー
パ
ー
を
含
め
て
１
チ

ー
ム
11
人
、
試
合
時
間
は
前
半
後
半
35

分
ず
つ
で
す
。

　
ス
テ
ィ
ッ
ク
を
使
い
、
１
ゴ
ー
ル
１

点
の
得
点
制
で
、
フ
ィ
ー
ル
ド
と
呼
ば

れ
る
コ
ー
ト
は
91
．
４
ｍ
×
55
ｍ
と
サ

ッ
カ
ー
コ
ー
ト
よ
り
一
回
り
小
さ
く
、

ボ
ー
ル
は
野
球
の
ボ
ー
ル
ほ
ど
の
大
き

さ
で
、
色
、
形
、
硬
さ
は
ゴ
ル
フ
ボ
ー

ル
に
似
て
い
ま
す
。
ス
テ
ィ
ッ
ク
の
長

さ
は
約
90
㎝
、
先
が
曲
が
っ
て
い
て
、

片
面
は
平
ら
、
も
う
片
面
は
丸
み
を
帯

び
、
丸
み
の
あ
る
面
で
打
つ
の
は
反
則

で
す
。
防
具
は
ゴ
ー
ル
キ
ー
パ
ー
以
外

の
選
手
は
臑
当
て
だ
け
、
ゴ
ー
ル
キ
ー

パ
ー
は
頭
か
ら
足
の
先
ま
で
防
具
を
着

用
し
、
体
全
体
で
シ
ュ
ー
ト
を
防
ぎ
ま

す
。
た
だ
し
、
シ
ュ
ー
ト
は
ゴ
ー
ル
前

の
シ
ュ
ー
テ
イ
ン
グ
サ
ー
ク
ル
と
い
う

半
円
の
中
か
ら
打
た
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
の
で
、
サ
ッ
カ
ー
の
よ
う
な
ロ
ン

グ
シ
ュ
ー
ト
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
何
よ
り
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
打
つ
ボ
ー
ル

は
時
速
150
㎞
以
上
に
も
な
り
、
そ
の
ス

ピ
ー
ド
と
迫
力
は
圧
巻
で
す
。

　
日
本
一
を
競
う
大
会
が
、
町
内
で
開

か
れ
る
せ
っ
か
く
の
機
会
で
す
。
入
場

も
無
料
で
す
か
ら
、
ホ
ッ
ケ
ー
、
ソ
フ

ト
テ
ニ
ス
の
両
種
目
と
も
、
町
民
の
皆

さ
ん
に
是
非
観
戦
し
て
欲
し
い
と
思
い

ま
す
。

　
大
会
の
準
備
は
大
詰
め
に
入
っ
て
お

り
、
先
般
、
町
内
の
主
要
道
路
脇
や
空

き
地
等
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
や

町
職
員
の
協
力
で
、
お
も
て
な
し
の
花

「
新
品
種
サ
ン
パ
チ
ェ
ン
ス
」
３
千
株

を
植
え
て
、
大
会
の
盛
り
上
げ
の
一
翼

を
担
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　
白
子
町
で
開
催
し
て
良
か
っ
た
。
白

子
町
へ
来
て
良
か
っ
た
。
と
言
わ
れ
る

「
ゆ
め
半
島
千
葉
国
体
」
に
す
る
た
め
、

で
き
る
こ
と
か
ら
の
参
加
と
協
力
を
心

よ
り
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

町 

長
　
林
　
　
和
　
雄

全国一斉！
２０１１年７月２４日　アナログ放送終了

アナタの家は地デジ化済んでますか？
平成２２年７月４日（日）午後５時５９分～６時００分（全国一斉放送）
　上記の日時に、社団法人日本民間放送連盟とＮＨＫが共同で制作
した地デジＰＲミニ番組を全国一斉に放送します。
　この番組は、地デジ化テストとして、全国すべての地上テレビ放
送事業者が、アナログ放送とデジタル放送で異なる内容の番組を同
時に放送します。デジタル放送の視聴者には２台目以降のデジタル
対応をお願いする番組が放送され、その一方でアナログ放送の視聴
者にはアナログ放送停波時のテレビ画面（いわゆる“砂嵐”）のイ
メージが映し出されます。

地デジの準備
お願いします



九
十
九
里
浜
の
詩

一松海岸、工事中の突堤　2007.12

15 2010-7

海
岸
保
全
計
画
・
台
風
の
あ
と
・
違
う
モ
ノ
サ
シ

　
千
葉
県
が
二
〇
〇
三
年
に
策
定

し
た
『
千
葉
県
東
海
岸
保
全
計

画
』
に
は
、
南
九
十
九
里
海
岸
の

侵
食
対
策
と
し
て
「
一
宮
地
区
に

十
基
、
一
松
地
区
に
は
三
基
、
計

十
三
基
の
ヘ
ッ
ド
ラ
ン
ド
を
設
置

す
る
」
と
あ
り
「
白
子
地
区
は
、

漂
砂
（
ひ
ょ
う
さ
）
移
動
の
下
手

側
に
位
置
す
る
の
で
比
較
的
に
広

い
砂
浜
が
残
さ
れ
て
い
る
」
と
述

べ
、
調
査
、
観
測
を
続
け
な
が
ら

も
当
面
、
侵
食
対
策
は
不
要
で
あ

る
と
暗
に
語
っ
て
い
ま
す
。

　
ご
存
知
の
方
も
多
い
と
思
い
ま

す
が
、
海
に
は
、
波
と
共
に
海
岸

を
け
ず
り
、
土
砂
を
運
び
、
砂
州

や
砂
嘴
（
さ
し
）
を
つ
く
る
「
沿

岸
流
」
と
呼
ば
れ
る
流
れ
が
あ
り

ま
す
。
太
東
崎
を
主
な
砂
の
供
給

源
と
す
る
南
九
十
九
里
海
岸
で
は

同
岬
か
ら
最
も
遠
い
位
置
に
あ
る

白
子
海
岸
は
、
沿
岸
流
に
よ
る
漂

砂
の
影
響
が
少
な
く
、
安
定
し
て

い
る
と
『
保
全
計
画
』
は
そ
の
理

由
を
解
説
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
し
か
し
、
台
風
の
あ
と
な
ど
、

一
宮
海
岸
、
一
松
海
岸
で
侵
食
被

害
の
出
た
と
き
は
、
強
弱
の
差
は

あ
れ
、
白
子
海
岸
で
も
砂
浜
が
狭

く
な
り
、
浜
崖
が
目
立
ち
ま
す
。

　
こ
こ
十
年
間
、
台
風
の
あ
と
、

必
ず
太
東
漁
港
～
白
子
海
岸
を
撮

影
し
て
い
ま
す
。
特
に
長
生
村
の

一
松
海
岸
は
、
同
村
の
刊
行
物
の

お
手
伝
い
を
し
た
こ
と
も
あ
り
、

学
習
目
的
で
海
岸
全
域
を
く
り
返

し
歩
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
三

基
の
突
堤
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

侵
食
の
お
さ
ま
ら
な
い
一
松
海
岸

の
現
状
を
知
り
ま
し
た
。

　
二
〇
〇
六
年
十
月
の
台
風
で
は
、

一
松
海
岸
北
側
の
突
堤
の
根
元
が

波
で
え
ぐ
ら
れ
、
巨
大
な
ブ
ロ
ッ

ク
や
自
然
石
を
バ
ッ
ク
ホ
ウ
で
運

ぶ
修
復
工
事
が
延
々
と
続
き
ま
し

た
が
、
こ
の
台
風
で
は
、
白
子
海

岸
も
過
去
十
年
間
で
は
最
大
の
侵

食
被
害
を
受
け
て
い
ま
す
。

　
白
子
海
岸
に
隣
接
す
る
一
松
海

岸
の
突
堤
は
、
白
子
海
岸
に
何
ら

か
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考

え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の

時
か
ら
で
す
。
ま
た
、
一
松
海
岸

で
は
デ
ン
マ
ー
ク
で
開
発
さ
れ
た

「
Ｂ
Ｍ
Ｓ
工
法
」
と
い
う
侵
食
対

策
を
試
み
た
時
期
が
あ
り
ま
す
。

自
分
た
ち
が
直
面
す
る
環
境
問
題

に
真
正
面
か
ら
取
り
組
み
、
商
品

化
し
た
デ
ン
マ
ー
ク
の
人
々
の
意

欲
に
も
驚
き
ま
し
た
。

　
侵
食
を
目
の
前
に
す
る
と
、
大

自
然
の
モ
ノ
サ
シ
と
人
間
の
モ
ノ

サ
シ
の
違
い
を
痛
感
し
ま
す
。
時

間
的
に
も
空
間
的
に
も
私
た
ち
に

で
き
る
こ
と
は
わ
ず
か
で
限
り
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
承
知
で
海
岸

を
歩
く
の
は
、
海
岸
の
広
い
砂
浜

が
ま
す
ま
す
大
切
に
な
る
と
信
じ

て
い
る
か
ら
で
す
。（
高
橋
昭
彦
）

第
一
三
一
回

『
九
十
九
里
浜
の
詩
』
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
は

http://w
w

w
4.ocn.ne.jp/~eca33eca/

ちょっと子どもを預けたい！…という方に
○
開
始
日　
７
月
１
日
（
木
）
か
ら

○
開
設
時
間　
午
前
８
時
～
午
後
４
時
の
希
望
す
る
時
間

　
　
　
　
　
　
（
月
～
金
曜
日
で
祝
祭
日
を
除
く
）

○
場　
　

所　
白
子
町
立
南
白
亀
保
育
所

○
利
用
料
金
（
１
時
間
あ
た
り
）

　
３
歳
未
満　
４
０
０
円
（
生
後
６
か
月
か
ら
３
歳
未
満
）

　
３
歳
以
上　
２
０
０
円

　
そ
の
他
昼
食
代　
一
律
３
０
０
円

　
※
年
齢
区
分
は
毎
年
４
月
１
日
現
在
の
満
年
齢
と
し
ま
す
。

○
利
用
で
き
る
方

１
．
非
定
形
的
保
育

　
保
護
者
の
就
労
形
態
に
よ
り
、
家
庭
保
育
が
断
続
的
に
困

難
と
な
る
時
、
１
週
間
あ
た
り
３
日
を
限
度
と
し
て
利
用

で
き
ま
す
。

２
．
緊
急
保
育

　
保
護
者
の
疾
病
・
冠
婚
葬
祭
等
に
よ
り
家
庭
保
育
が
困
難

と
な
る
時
、
月
15
日
を
限
度
と
し
て
利
用
で
き
ま
す
。

３
．
私
的
事
由
に
よ
る
保
育

　
保
護
者
の
育
児
に
伴
う
心
理
的
・
肉
体
的
負
担
軽
減
の
た

め
に
保
育
を
必
要
と
す
る
時
、
１
週
間
あ
た
り
２
日
を
限

度
と
し
て
利
用
で
き
ま
す
。

○
申
込
み　
利
用
希
望
の
前
月
20
日
ま
で
に
、
登
録
票（
初
回
）

と
利
用
申
込
書
を
南
白
亀
保
育
所
へ
提
出
し
て
お

申
込
み
く
だ
さ
い
。
電
話
で
の
申
込
み
は
で
き
ま

せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
※
登
録
票
・
利
用
申
込
書
は
役
場
住
民
課
と
各
保
育
所
に

　
　
あ
り
ま
す
。

○
問
い
合
わ
せ　
南
白
亀
保
育
所　
☎
３
３

－

３
３
３
９

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
担
当　
藍
・
高
山

子
育
て
支
援
の
一
環
と
し
て

　「
一
時
預
か
り
事
業
」始
め
ま
し
た
！
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片か
た

　
岡お

か

　
昭あ

き

　
男お

万
ば
ん
り
ょ
く緑

を
貫

つ
ら
ぬ

く
錆さ

び

の
廃は

い
て
つ鉄

路ろ

　
緑
の
木
々
に
包
ま
れ
て
廃
線
の
レ
ー

ル
が
長
く
続
く
。

　
生
命
力
み
な
ぎ
る
木
々
の
緑
と
使
命
を

終
え
た
線
路
の
錆
の
色
と
の
対
比
が
み
ご

と
！
山や

ま
ぐ
ち口

誓せ
い

子し

の
名
句
「
夏な

つ

の
河か

わ

赤あ
か

き
鉄て

つ

鎖さ

の
は
し
浸ひ

た

る
」
が
連
想
さ
れ
る
。

遠え
ん

　
藤ど

う

　
　
　
了

さ
と
る

山さ
ん
さ
い菜

を
煮に

こ込
む
妻つ

ま

の
背せ

夏な
つ
き
ざ兆

す

　
春
の
様
な
日
も
あ
り
、
ま
ぎ
れ
も
な

い
夏
の
日
射
し
も
あ
る
。

　
作
者
は
料
理
す
る
妻
の
背
中
に
夏
の
兆

し
を
感
じ
た
。
か
す
か
な
兆
し
は
季
節
に

敏
感
な
人
に
し
か
見
え
な
い
も
の
だ
。

（
片
岡

　
幹
男
）

	

小
髙
利
子

通
信
の
一
句
を
そ
え
て
花
あ
や
め

今
日
か
ら
は
心
機
一
転
更こ
ろ
も
が
え衣

	

秋
葉
晴
耕

蔓つ
る
さ
き先
は
阿あ

修し
ゅ

羅ら

の
如
く
青
嵐

小こ
た
ら
い盥
に
浸
し
解ほ

ぐ

る
る
新し

ん
わ
か若
布め

	
緑
川
美
代
子

浜
風
に
庭
木
の
揺
れ
し
夏
座
敷

薫く
ん
ぷ
う風
や
安
房
の
山
波
鳶と

び

が
舞
う

	

永
井
美
代
子

磯
の
香
を
乗
せ
て
頂
く
若
布
か
な

青
嵐
児こ

は
砂
山
の
頂
上
へ

	

鵜
澤
洋
州

カ
ラ
カ
ラ
と
鳴
る
棕し

ゅ
櫚ろ

の
葉
や
夏
は
じ
め

田
水
汲
む
川
に
川か

わ

鵜う

を
飛
び
た
た
す

	

佐
藤
五
城
目

新
築
の
う
す
べ
り
の
濃
く
柿
若
葉

土
手
裏
へ
喚
声
の
散
る
キ
ャ
ン
プ
か
な

	

大
橋
収
司

再
起
動
原げ

ん
ぱ
つ発
も
ん
じ
ゅ
能の

と登
の
春

鳴な
る
と門
潮
天
下
の
若わ

か
め布
も
み
上
げ
る

	

新
井
田
美
沙
緒

地じ

訛な
ま

り
の
船
の
往ゆ

き
交か

ひ
あ
や
め
咲
く

留る

す守
の
縁え

ん

回
覧
板
と
竹
落
葉

	

金
井
道
子

小こ
あ
じ
さ
し

鯵
刺
肩
す
れ
す
れ
に
威い

か
く嚇
せ
り

ア
リ
ラ
ン
に
送
ら
れ
出
航
青
嵐

	

平
野
洋
子

買
ひ
迷
ふ
鏡
の
中
の
夏
帽
子

ゆ
っ
た
り
と
土
手
這は

ふ
毛
虫
丸
々
と

	

米
谷
靜
夫

衣こ
ろ
も
が
え更
少
女
の
鎖さ

こ
つ骨
か
が
や
け
り

父
の
日
の
父
の
住
む
世
へ
香
焚
け
り

 

片
岡
昭
男

万
緑
を
貫
く
錆
の
廃
鉄
路

湾
よ
ぎ
る
白
き
航
跡
夏
に
入
る

	

遠
藤
　
了

山
菜
を
煮
込
む
妻
の
背
夏
兆
す

白
い
鳥
ひ
と
か
た
ま
り
に
青
嵐

	

片
岡
幹
男

霊れ
い
じ
ょ
う場
の
石
段
二
百
青
嵐

萍う
き
く
さの
動
く
気
配
の
な
か
り
け
り

片 

岡 

幹 

男　
選

白
潟
小
４
年　
緑　
川　
　
　
楓

〈評〉
字
形
に
気
を
つ
け
な
が
ら
て
い
ね
い

に
文
字
を
書
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

南
白
亀
小
４
年　
黒　
川　
梨　
穂

〈評〉
ツ
バ
メ
の
親
子
の
羽
の
色
や
表
情
を
く
わ
し
く
観

察
し
て
描
き
ま
し
た
。

　
鳥
を
見
守
る
私
と
友
だ
ち
の
顔
の
向
き
を
工
夫
し

ま
し
た
。

関小４年　渡　邉　勇　太
〈評〉愛鳥週間のポスターなので、文字を目立つよ
うに工夫して大きく描きました。



『マイバック』を持ってお買いもの
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　７月の乳児健診（４・７・１２か
月児）の日程が変わりました。対象
となる方には通知済ですが、今一度、
確認をお願いします。

変更前　　　　　変更後
７月22日㈭　→　７月15日㈭

※受付時間は同じです。
問い合わせ　保健福祉課　保健係
　　　　　　☎３３－２１７９

乳児健診の日程変更胸部レントゲン検診
過去３年間に受診した方と新たに希望のあった方に問診票を送付します。
新たに受診を希望される方は早めに申し出てください。

と　き　７月２１日（水）
　　　　９：３０～１２：００
ところ　健康づくりセンター
内　容　木綿豆腐作り
費　用　２００円（材料代）
持ち物　エプロン、三角巾
申込み・問い合わせ
　　　　保健福祉課　保健係
　　　　☎３３－２１７９

クッキング教室

◇対象者　平成22年４月１日現在　40歳以上の方
◇自己負担金　５００円（65歳以上は無料）
◇申込み・問い合わせ　保健福祉課　保健係　☎３３－２１７９

第１６回 南白亀川イカダのぼり大会
と　き　７月１８日（日）10:00～15:00　荒天の場合は翌日に延期
会　場　スタート…旭橋上流部　ゴール…パノラマビュー白子付近
❏ＧⅠレース…スピード重視の高額賞品レース！
　予選・決勝を行い、最も速いイカダを決定します。
❏ＧⅡレース…友達や家族で、気軽にレースを楽しもう！
　『小学生の部』、『家族の部』、『女性の部』、『小型イカダの部』の４部門
問い合わせ　南白亀川イカダのぼり大会実行委員会事務局
　　　　　　役場総務課内　☎３３－２１１０

ラジコンヘリによる稲の病害虫防除
　稲の病害虫はイモチ病やカメ虫類などさまざまで、稲の安定生産やお米
の品質向上のために病害虫の防除はかかせません。そこで、効率的で効果
的なラジコンヘリコプターによる農薬散布を実施します。
と　き　７月16日(金）、17日(土）４:００頃～１１:００頃（予定）
　　　　天候等により順延する場合があります。
区　域　町内全域　※住宅地（混在地）周辺や他の作物耕作地周辺は除い

て実施します。
使用農薬　ビームエイトスタークゾル
問い合わせ　産業課　☎３３－２１１５

千葉県警察官募集
試験職種　警察官Ａ（男性７０名程度）
　　　　　警察官Ｂ（男性１１５名程度　女性３５名程度）
受付期間　７月１日（木）～８月１０日（火）
第１次試験　９月１９日（日）
試験加点制度　警察職務遂行上の有益な資格（柔道・剣道２段以上、情報

処理技術者試験、日商簿記２級以上、英語・中国語・韓国語等の一定
以上の検定）を取得している者に対し、１次試験において加点します。

問い合わせ　千葉県警察本部警務課　☎０１２０－７６４０３２
　　　　　　茂原警察署警務課　☎２２－０１１０

と　き ところ

７/26㈪・７/27㈫  9:45～10:30 関ふれあいセンター
12:00～14:00 青少年センター

７/28㈬・７/29㈭  9:45～10:30 白潟ふれあいセンター
12:00～14:00 青少年センター

７/30㈮ 12:00～14:00 青少年センター17:30～19:00（夜間）

８/２㈪・８/３㈫  9:45～10:30 南白亀ふれあいセンター
12:00～14:00 青少年センター

物　件　古所住宅 
（昭和59年建築 ３ＤＫ　２階建）
募集戸数　１戸
募集期間　７月15日㈭まで
※申込みには入居条件があります。
問い合わせ　建設課 
　　　　　　☎３３－２１１６

町営住宅入居者の募集

結婚５０周年の方は申し出を
　町では「敬老の日」の行事の一環
として結婚50周年を迎えられたご
夫婦をお祝いし、記念品を贈ります。
本籍地が白子町以外で対象となるご
夫婦は保健福祉課へご連絡ください。
対　象　昭和35年９月～昭和36年

８月に婚姻され、夫婦と
もにご健在な方

　（戸籍謄本を添えてください。）
申出期限　８月２０日（金）
問い合わせ　保健福祉課 　
　　　　　　☎３３－２１１３

町民ソフトボール大会結果
優　勝　アベクラ（代表　山口英一）
準優勝　チームＫ（代表　風戸勝雄）
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○開設期間
　７月16日（金）～８月22日（日）
○場所
　剃金、古所、五井、中里、幸治
※期間以外は監視員もいないため、
事故が起きやすく危険です。海水浴
場では監視員の指示に従いましょう。
問い合わせ　商工観光課
　　　　　　☎３３－２１１７

海水浴場を開設します

※天候や海の状況により
中止になる場合があり
ます。

※申込み・予約不要
※参加費　無料

地引き網漁を体験しませんか

ゆかた着付け教室家庭系廃棄物の持ち去りを禁止
　住民の皆様がリサイクル等を目的に出した資源ごみや粗大ごみなどの家
庭系廃棄物の持ち去りを防止するため「廃棄物の減量及び適正処理等に関
する条例」を改正しました。
◇改正の主な内容
・長生広域で委託しているごみの収集運搬業者以外の者が、ごみ集積所

（ごみステーション）に出された家庭系廃棄物の持ち去りを禁止。
・家庭系廃棄物を持ち去る行為をした者に運搬禁止を命令し、これに違反

した者には20万円以下の罰金（10月１日から）。
◇住民の皆様ヘお願い
・長生広域で収集を委託している車両は長生郡市広域市町村圏組合委

○－○（○は数字）と表示し、朝８時30分から収集を行っています。
表示の無い車両の持ち去り行為を見かけた場合は、情報提供（日時、場
所、品目、車のナンバーなど）をお願いします。（危険なので不審車両
を制止したり行為者と接したりしないでください）

・夜間の持ち去り行為防止のため、ごみは収集日（午前８時30分まで）
に出してください。
問い合わせ　長生郡市広域市町村圏組合
　　　　　　環境衛生課　☎２３－４９４４

交通規制を行います
　夏の行楽シーズンを迎え、剃金、
古所、中里の海水浴場周辺道路の交
通混雑の緩和、交通事故防止のため、
右図のとおり交通規制（駐車禁止が
行われます。
期間　７月20日～８月20日
問い合わせ　茂原警察署　交通課
　　　　　　☎２２－０１１０

と　き　７月１６日（金）
　　　　１８：００～２０：００
ところ　青少年センター　和室
内　容　ゆかたの着付け
対　象　小学生から成人
定　員　１５名（先着順）
用意するもの

ゆかた・半巾帯・腰紐２本・足袋・
だて締め・前板（ベルト付き）・
襟芯・ハサミ（お持ちの方はウエ
ストベルト・コーリンベルト）

※名古屋帯を希望される方はお問い
合わせください。
参加費　無料
申込み　電話でお申し込みください。
　　　　７月２日（金）から受付
申込み・問い合わせ
　生涯学習課　☎３３－２１４４

問い合わせ　商工観光課　☎３３－２１１７

２０１１年版 県民手帳予約受付
　２０１１年版の県民手帳（千葉県統計協会発行）の予約を受け付けます。
　町でまとめて注文しますので、ご希望の方は電話でご予約ください。
　昨年は、注文多数で早々に売り切れとなりましたので、早めにお申し込
みください。
金　額　１冊　５００円（税込）
　　　　紺色と黄色があります。（サイズ　85mm×145mm）
　　　　○千葉県の各種統計資料がついています。
　　　　○予定表は年度単位（翌年３月）まで使えます。
　　　　○公共機関などの情報も掲載されています。
締切り　８月３１日（火）
納　品　１０月上旬納品の予定です。
　　　　納品になりましたらご連絡しますので、代金を持参のうえ
　　　　役場総務課までお越しください。
申込み・問い合わせ　総務課　☎３３－２１１０

日　　程 会場 時間

７月１９日（祝） 剃金海岸

午
前
９
時
か
ら

７月２５日（日） 古所海岸
７月３１日（土） 中里海岸
８月　７日（土） 剃金海岸
８月１３日（金） 古所海岸
８月１４日（土） 中里海岸



ゴミ出しは ルールを守って みんなで協力を！
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と　き　７月１０日（土）雨天決行
　　　　12:30受付　13:00開始
ところ　白潟小学校
内　容　地震体験車・ＡＥＤ心肺蘇

生法、止血法の短期講習等
※学校内への車の乗り入れはご遠慮

ください。
問い合わせ
　白潟地区自主防災実行委員会
　　片岡　☎３３－５０２１

命を守ろう！ 脳の若返り教室
　簡単な読み書きや計算、楽しい会話で認知症の予防・改善・進行の抑制
が見込めます。
期　間　平成22年10月～平成23年３月の毎週木曜日（祝日を除く）
　　　　時間　午前９時～、10時～、11時～のいずれか１時間
ところ　白子町公民館（研修室）
対　象　白子町在住の６５歳以上の方
参加費　月額1,000円（教材費）
募集期間　８月１３日（金）まで
定　員　２４名（８人×３クラス、定員になり次第締切り）
　　　　※送迎有（無料）。ただし10時と11時のコース参加者のみ
　　　　　必要な方は申込みの際に申し出てください。
申込み・問い合わせ　白子町社会福祉協議会　☎３３－５７４６

白潟地区自主防災訓練

　毎年、中学校のプールを無料で一
般開放していましたが、今年度は体
育館改築工事のため中止します。
問い合わせ
　教育課　☎３３－２１４４

白子中学校プール開放中止

と　き　７月２４日（土）
　　　　９：３０～１１：００
ところ　健康づくりセンター
内　容　さくさくクッキー
対　象　Ｈ18年４月２日～Ｈ19年
７月１日生のお子さんとその保護者
※対象外のお子さん（兄弟等）は参加
できませんのでご了承ください）
参加費　無　料
持ち物　エプロン、三角巾、マスク、
　　　　飲み物
締切り　７月13日（火）先着14組
申込み・問い合わせ
　住民課児童係　☎３３－２１１２

親子ミニミニクッキング

優　勝　トムキャット
　　　　（代表　御園勇人）
準優勝　スニッカーズ
　　　　（代表　飯島　学）
最優秀選手　田辺成和（トムキャット）
優秀選手　中村吉男（スニッカーズ）

町民野球大会結果

優　勝　白子（代表　鳥田義雄）
準優勝　牛込（代表　島津富二雄）
３　位　幸栄会（代表　吉野勝夫）

町民ゲートボール大会結果

子ども手当の現況届はお済みですか？
　子ども手当の現況届提出月は６月です。
　平成22年３月分まで児童手当を受給していた方の現況届提出期限は６
月30日でした。まだ提出していない方は速やかに提出してください。
　対象となる方には６月11日付で手紙を郵送してあります。上記に該当
し、通知が届いていない方は住民課児童係までご連絡ください。
問い合わせ　住民課児童係　☎３３－２１１２

動物愛護センター 親子体験教室
と　き　７月２９日（木）８月　５日（木）８月１２日（木）
　　　　８月１９日（木）８月２６日（木）１０：００～１１：３０
ところ　千葉県動物愛護センター（富里市御料７０９－１）
内　容　・犬・猫の正しい飼い方、接し方
　　　　・犬・ねこの病気、ペットからうつる病気
　　　　・動物愛護センターの施設見学
対　象　小学４年生から６年生までのお子さんとその保護者
　　　　（送迎していただければお子さんのみでも参加できます）
　　　　※犬にさわれる服装で参加してください。　
定　員　毎回各５組
参加費　無料
申込み・問い合わせ　動物愛護センター ☎０４７６－９３－５７１１

犬の正しい飼い方・しつけ方教室
と　き　７月３１日（土）１２：３０～１６：００
ところ　長生合同庁舎　駐車場（茂原市茂原１１０２－１）
定　員　約２０組（飼い犬同伴）
　　　　※同伴条件：生後３か月以上で登録及び平成２２年度狂犬病
　　　　　　　　　　予防注射接種済みであること。（鑑札装着のこと）
　　　　　　　　　　飼い主が制御できないほど暴れる犬、他の犬に咬
　　　　　　　　　　み付く犬は不可。
内　容　犬の基本的なしつけ方について
　　　　講師：財団法人　千葉県動物保護管理協会獣医師等
受講料　２,０００円（テキスト、傷害保険料を含む）
申込み・問い合わせ　長生保健所 健康生活支援課　☎２２－５１６７
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診療科目　内科・小児科　　茂原市八千代1－5－4（茂原消防署の裏）
診療時間　午後８時～11時まで　☎２４－１０１０
☎局番なしの　♯８０００　ダイヤル回線からは043－242－9939
毎日午後７時～１０時

夜間救急
診 療 所
こども救病
電話相談

☆当番医は変更になる場合があります。
　消防本部通信指令課☎24-0119へお問い合わせください。（休日当番は午前９時～午後５時まで）●休日の当番医案内

月　日 内　　　　科 外　　　　科 一　宮　地　区

７月４日 鈴 木 医 院 22-2630 宍 倉 病 院 24-2171 よねもと整形外科 40-1065

７月11日 吉 田 医 院 34-3045 鎗田整形外科医院 24-8686 長 島 医 院 42-8800

７月18日 聖 光 会 病 院 35-5151 君 塚 病 院 25-1811 秋 場 医 院 42-3323

７月19日 宮 本 内 科 医 院 22-3770 菅 原 病 院 25-1171 いちのみやクリニック 42-1616

７月25日 東 部 台 医 院 22-2455 公 立 長 生 病 院 34-2121 睦 沢 診 療 所 44-2236

―２０１０―
7月/Jul
日 月 火 水 木 金 土

国体まで あと 86 日 （７月１日現在）
7/1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

不燃ゴミ（南）
資源ゴミ（関）

こころの健康相談
14：00～15：30

（長生保健所）
（予約制☎22-5167）

人権・行政相談（役）
10：00～15：00（要予約）
保育所園庭開放
9：30～11：00

粗大ゴミ（白）
不燃ゴミ（関）

不妊相談
（長生保健所)

13：00～15：00
（予約制☎22-5914）

こころの健康相談
14：00～15：30

（長生保健所）
（予約制☎22-5167）

心配ごと相談
９：00～12：00（公）
事前連絡☎33-5746

エイズ検査・相談
肝炎ウィルス検査

（長生保健所）
13：00～14：00

老人精神保健福祉相談
14：00～15：00

（長生保健所）
（予約制☎22-5167）

乳児健診・BCG（健セ）
受付13：00～13：10
平成22年３月生

（母子手帳・予診票）

心配ごと相談
９：00～12：00（公）
事前連絡☎33-5746

粗大ゴミ（南）
資源ゴミ（白）

心配ごと相談
９：00～12：00（公）
事前連絡☎33-5746

子どもの発達相談
（長生保健所）

13：00～17：00
（予約制☎ 22-5167）

（役）…役場　（健セ）…健康づくりセンター　（公）…公民館　（青セ）…青少年センター

今月の納税
固定資産税……………第２期
国民健康保険税………第１期
後期高齢者保険料……第１期
介護保険料……………第１期
８月２日までに納めましょう。

稲の病害虫防除　17ページ参照
４：00～11：00（予定）

心配ごと相談
９：00～12：00（公）
事前連絡☎33-5746

不燃ゴミ（白）
粗大ゴミ（関）
資源ゴミ（南）

乳児健診（健セ）
受付13：15～13：30
平成21年７・12月生

（母子手帳）

胸部レントゲン検査　40歳以上の方
会場・受付時間は17ページをご覧ください。

未熟児等健康相談
（長生保健所)

13：00～14：00
（予約制☎22-5167）

南白亀川
イカダのぼり大会

エイズ検査・相談
肝炎ウィルス検査

（長生保健所）
13：00～14：00
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